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５．応援の受入れ

10．物資等の輸送、供給対策

11．ボランティアとの
協働活動



【Ⅰ準備（震災発生前）】

項
目

対策項目 枝番 活動内容
指示
したか

確認
したか

情報の入手元や伝達先
等

頁

5
応援の受入
れ

5-1
地元市町村の職員が災害対応に専念できるよう、応援職員が担当すべき業務
等を整理した統一的な方針を検討しておく。

□ □ 都道府県 2

5-2
ヘリコプターの運用に必要な調整等（飛行管制や機関相互のヘリコプターの運
用等を調整する場の設置、救助・救急活動時におけるヘリコプター活動の留意
点）について、関係機関と検討しておく。

□ □
都道府県、防災関係
機関

2

5-3 離島において応援の船舶等が接岸できるよう、岸壁の耐震化を実施する。 □ □ 都道府県 2

5-4 ヘリポート及びヘリコプター離着陸適地をリストアップしておく。 □ □ - 2

10
物資等の輸
送、供給対
策

10-1
直後に必要となる低限の物資（「投光機」「テント」「医薬品」「防水シート」「毛布」
等）の備蓄及び調達体制を確保しておく。

□ □ 住民 3

10-2
避難所等における燃料及び車両やヘリコプターの燃料の確保ルートを確立し
ておく。

□ □ 民間（物流、小売） 3

11
ボランティ
アとの協働
活動

11-1
平時からの関連組織間の連携によるボランティア対応に関するノウハウの共有
等の情報交換を行う。

□ □
都道府県
社会福祉協議会
ＮＰＯ／ボランティア

3

11-2 災害ボランティアセンターの設置・受入れ訓練を行う。 □ □
社会福祉協議会
ＮＰＯ／ボランティア

3

11-3 災害ボランティア活動に必要な資機材の備蓄及び確保方法を検討しておく。 □ □
社会福祉協議会
ＮＰＯ／ボランティア

3

11-4 地元住民のボランティア活動に対する理解を深めるための事前周知を行う。 □ □ 住民 3

12
公共インフ
ラ被害の応
急処置等

12-1
土砂災害発生の可能性がある箇所等の下流域での避難の可能性について、
ハザードマップ等により、流域の住民に平時から周知する。

□ □ 都道府県、住民 3

12-2
土砂災害発生の可能性がある箇所等の下流域での避難に備えた訓練等を実
施する。

□ □ 都道府県、住民 3

12-3 道路啓開等の応急体制について検討し、必要な体制を確保しておく。 □ □ 民間（建設業者） 3

12-4 ため池等の農林漁業施設の耐震性について点検を行う。 □ □ － 3

14
被害認定調
査罹災証明
の発行

14-1
被害認定調査を行う職員の育成、他の地方公共団体や民間団体との連携の
確保を行う。

□ □ 都道府県、建築士会 3

地方都市等における地震対応のチェックリスト 応援受援（抜粋）



【Ⅱ初動対応（当日中）】

項目 対策項目 枝番 活動内容 指示したか 確認したか 情報の入手元や伝達先等 頁

5 応援の受入れ

5-5 応援協定に基づき、応援要請を行う。 □ □ 都道府県等 8

5-6 消防（緊急消防援助隊）の派遣要請を行う。 □ □
都道府県（→総務省消防
庁）

8

5-7 自衛隊の災害派遣要請を行う。 □ □
都道府県（→防衛省・自
衛隊）

8

5-8 民間団体等への支援要請を行う。 □ □ 民間（物流、小売） 8

5-9 連絡窓口を指定する。 □ □ 防災関係機関 8

5-10
物資等の応援や人員派遣を速やかに受け入れるための施設を指
定する。

□ □ 防災関係機関 8

5-11 応援隊事務室を設置する。 □ □ 防災関係機関 8

5-12 宿泊場所及び宿営地を確保する。 □ □ 防災関係機関 8

5-13 車両集結場所を確保する。 □ □ 防災関係機関 8

5-14 燃料を確保する。 □ □ 防災関係機関 8

5-15 食事及び炊事施設を確保する。 □ □ 防災関係機関 8

5-16 ヘリコプター離着陸適地を確保し、関係団体に周知する。 □ □ 防災関係機関 8

6 広報活動 6-11 救援物資の受入れについて、被災地外に広報を行う。 □ □ マスコミ 8

10
物資等の輸送、
供給対策

10-3 避難者数、断水戸数等から必要な水の量、食料数を判断する。 □ □ 10

10-4
協定業者等から食料及び生活必需品を調達し、避難所等に配送す
る。

□ □ 民間（物流、小売等） 10

10-5
物流業者等と連携し、物資の配送拠点の確保や避難所等への配送
ルートを含めた物資供給・管理システムを確立し、緊急輸送を実施
する機関等に周知する。

□ □
都道府県、民間（物流、小
売等）

10

10-6
都道府県や応援協定締結都市及びその他の市町村に、食料や生
活必需品の調達について応援を要請する。

□ □ 都道府県等 10

10-7 物資の配送に必要な車両を確保する。 □ □
都道府県、民間（物流、小
売等）

10

10-8
緊急輸送道路の確保のため、車両乗り入れ規制や交通規制、ドライ
バーへの周知を行う。

□ □ 都道府県、警察 11

10-9
外部からの救援物資の受入れの可否について判断する。結果は、
多様な情報提供手段で被災地外に周知する。

□ □ マスコミ 11

11
ボランティアと
の協働活動

11-5
被害状況を踏まえ、ボランティアセンターの設置必要性等について、
社会福祉協議会等と検討し、決定する。

□ □
社会福祉協議会、関連す
るNPO等

11

11-6
域外からのボランティアの受入れ方針を判断し、被災地外に広報す
る。

□ □
社会福祉協議会、関連す
るNPO等

11



【Ⅲ応急対応（１～３日後）】

項目 対策項目 枝番 活動内容 指示したか 確認したか 情報の入手元や伝達先等 頁

7
救助・救援
活動

7-10
遺体の保護、埋葬が困難な場合、都道府県及び他市町
村に対し応援要請を行う。

□ □ 都道府県等 16

8

避難所等、
被災者の生
活対策

8-16
多数の避難所が設置された場合、周辺市町村等に応援
職員の派遣を要請する。

□ □ 都道府県等 16

8-17
指定避難所以外の避難状況の把握手段（体制、巡回
ルート等）の検討を行う。

□ □ 防災関係機関 16

8-18
指定避難所以外の避難状況（場所、人数、介護を必要と
する人数等支援を検討するのに必要な情報）を把握する。

□ □ 住民 16

8-19
避難所の生活空間の整備を行う（トイレ、通路の確保、間
仕切り、更衣用個室、腰掛ける場所等（配慮が必要な人、
女性等を考慮））。

□ □ 住民 16

8-20 避難者支援のＮＰＯ／ボランティア派遣を依頼する。 □ □
ＮＰＯ／ボランティア（社
会福祉協議会）

16

8-21
水やミルク、おむつ、離乳食、ウェットティッシュ等、抵抗
力のない乳幼児の衛生状態を確保するための物資を確
保する。

□ □ 民間（物流、小売） 16

8-22
避難所のプライバシー確保対策を実施する（間仕切り、
更衣室等の設置）。

□ □
住民、民間（間仕切り等
の制作会社）

16

8-23
避難所等での衛生管理指導を行う。配布食料（弁当等）、
井戸水、炊出しの食材等の衛生に配慮する。また、広報
を行う。

□ □
保健所、住民、ＮＰＯ／
ボランティア

16

8-24
避難所での保健活動を行う（こころのケア、エコノミークラ
ス症候群、生活不活発病予防等を含む）。

□ □ 医師会、医療機関 17

8-25
温かい食事の提供や、アレルギーを持つ人への対応を図
るなど、避難所における食事に配慮する。

□ □
民間（物流、小売）、住
民、ＮＰＯ／ボランティ
ア

17



【Ⅲ応急対応（１～３日後）】(続き）

項目 対策項目 枝番 活動内容 指示したか 確認したか 情報の入手元や伝達先等 頁

9
特別な配慮
が必要な人
への対策

9-8
必要に応じ、常時介護を要する人等を福祉避難所等に移
動させる。

□ □ 社会福祉施設 17

9-9
外国人や視覚・聴覚障害者等の情報伝達上配慮が必要な
住民に対し、翻訳、文字・手話、音声等の多様な情報提供
手段を用いた広報を行う。

□ □
マスコミ、翻訳ＮＰＯ
／ボランティア

17

9-10
チェックリストを使用し、生活不活発病の早期発見・早期対
応を行う。また、ポスター・チラシ等による啓発を行う。

□ □ 医療機関、住民 17

9-11 災害関連死の防止策を検討する。 □ □
防災関係機関、医師
会、医療機関

17

9-12
高齢者や乳幼児等、配慮が必要な人に対する入浴環境の
確保（介護施設の入浴サービスや民間ボランティア入浴車
の手配）を行う。

□ □
社会福祉施設、ＮＰＯ
／ボランティア

17

9-13
高齢者等、配慮が必要な避難者のためのトイレ（洋式等）
を、トイレ業者等に要望し、設置する。

□ □
防災関係機関、民間
（トイレ業者等）

17

10
物資等の輸
送、供給対
策

10-10
物資の輸送拠点における要員確保のため、応援要請を行
う。

□ □
都道府県、民間（物
流）、ボランティア

17

10-11
給水車、給水タンク、仮設給水栓等により被害者に応急給
水を行う。必要に応じ、応援を要請する。また、水質検査及
び消毒を行い、衛生対策を徹底する。

□ □
都道府県、日本水道
協会

17

11
ボランティア
との協働活
動

11-7
必要に応じ、ボランティアの移動手段、宿泊場所の確保を
行う。

□ □
社会福祉協議会、ホ
テル等

17

11-8
ボランティア活動における安全面の確保や、被災者との接
し方等に関する注意事項の周知を行う。

□ □
社会福祉協議会、Ｎ
ＰＯ／ボランティア

17

11-9
ボランティアセンターと連携し、ボランティアに支援を要請
する被災者ニーズについて整理する。

□ □
社会福祉協議会、Ｎ
ＰＯ／ボランティア

17

11-10
ボランティアに被災者ニーズに沿った活動（コーディネート）
を要請する。

□ □
社会福祉協議会、Ｎ
ＰＯ／ボランティア

17



【Ⅳ応急～復旧（３日～１週間後）】

項目 対策項目 枝番 活動内容 指示したか 確認したか 情報の入手元や伝達先等 頁

8
避難所等、被
災者の生活
対策

8-26
衣類、寝具の清潔指導や清掃の実施等の衛生環境の指
導を行う。

□ □
住民、ＮＰＯ／ボランティ
ア

20

8-27
室温や換気等の室内生活環境を確認し、必要な措置をと
る。

□ □
住民、ＮＰＯ／ボランティ
ア

20

8-28 避難所における炊出し環境を整える（コンロ等の提供等）。 □ □ 民間企業（物流、小売） 20

8-29
避難所周辺の入浴施設(銭湯等）や、ホテル・旅館等の入
浴設備の利用、自衛隊等による入浴設備の提供等により
入浴環境を整える。

□ □
自衛隊等、民間（入浴施
設、宿泊施設等）

20

8-30
ペット等の受入れに関する相談窓口を設置する。また、
ペット等の一時預かり場所を確保する。

□ □
都道府県、獣医師会、Ｎ
ＰＯ／ボランティア

20

8-31 臨時公衆電話の設置を依頼する。 □ □ 民間（通信事業者） 20

8-32
視聴覚室等の使用可能な教室を開放して子供を遊ばせる
など、女性の視点に立った避難所運営に努める。

□ □
住民、ＮＰＯ／ボランティ
ア

20

9
特別な配慮が
必要な人への
対策

9-14
避難所だけでなく、避難所以外で生活している被災者も含
めた被災者の「こころのケア」を実施する。

□ □ 医療機関 20

9-15
避難所だけでなく、避難所以外で生活している人に対し、
生活不活発病予防の情報提供を行い、予防のために通
常の日常生活を遠慮なく送るよう広報する。

□ □
医療機関、ＮＰＯ／ボラ
ンティア

20

11
ボランティアと
の協働活動

11-11
ボランティアと町内会や消防団等の地域コミュニティとの
連携等を支援する。

□ □
住民、ＮＰＯ／ボランティ
ア

21



【Ⅴ復旧対応（１週間～１か月後）】

項目 対策項目 枝番 活動内容 指示したか 確認したか 情報の入手元や伝達先等 頁

8
避難所等、被
災者の生活対
策

8-33
避難所の生活環境について、関係機関で情報共有の上、
解決策を検討する。

□ □
都道府県、防災関係機関、
住民、ＮＰＯ／ボランティ
ア

24

8-34 避難者数の減少に応じて、避難所の統廃合、閉鎖を行う。 □ □
都道府県、防災関係機関、
学校

24

8-35
必要に応じ、被災者の要望の調査を行う。類似の要望調
査が頻回に行われていないかを把握し、適切に実施され
るようにする。

□ □
都道府県、ＮＰＯ／ボラン
ティア

24

15 仮設住宅 15-9
仮設住宅に入居を希望する人のうち、配慮が必要な人の
配慮内容、人数を確認する。

□ □
防災関係機関、住民、ＮＰ
Ｏ／ボランティア

24
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